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結合商標から分離した部分の識別力が弱い場合には
全体的な類否判断が必要であることを明示した事例

１．事件の概要

　本件は、原告が自社の商標（以下、

本願商標）について、第43類「飲食物

の提供」を指定役務として商標登録出

願をしたところ、特許庁から拒絶査定

を受け、その後の拒絶査定不服審判で

も請求が成り立たないとされたため、

被告（特許庁長官）に対し、同審判の

取り消しを求めた事案です。

　本判決はいわゆる結合商標（＝２つ

以上の文字や図形を組み合わせて構成

される商標）の類否判断について、こ

れまでの判断手法を、商標の本質を踏

まえてより精緻化したものとして注目

されます。

２．前提事実

　本件の前提事実は、次のとおりです。

（１） 本願商標の構成は、以下のとお

りであり、赤色と黒色で描かれた図形

（以下、本願図形部分１）と、その右側

に三段書きで、上段にやや小さめの文

字で「牛たん」、中段に上段よりも大き

めの文字で「けやき」、下段に上段より

もはるかに小さな文字で「KEYAKI  

BEEF TONGUE」の文字を記し（以

下併せて、本願文字部分）、その右下

に朱色で「欅」の文字の印鑑風の図形

（以下、本願図形部分２）を配する結

合商標である。

（２） 引用商標の構成は、以下のとお

りであり、上部に白と黒で描かれた樹

木と思われる図形、中間部に大きく

「KEYAKI」の文字、その下に下線部を

挟んで小さく「JAPANESE」「CUISINE」

と記載され、その下に大きく「けやき

の漢字」（異体字）を配する結合商標

である。

（３） 特許庁は拒絶査定不服審判にお

いて、次のとおり判断した。

①�本願商標の構成部分中の「けやき」

の文字部分と、引用商標の構成部分

中の「KEYAKI」の文字部分および

「けやきの漢字」部分は、指定役務

との関係において、自他役務の識別

標識として機能を果たし得るもので

あって、当該部分が顕著に大きく配

され、取引者および需要者に強く支

配的な印象を与えるものといえるこ

とから、これらの部分を要部として

抽出することが許される。

②�両者は、文字種の差異が出所識別標

識としての外観上の顕著な差異とし

て強い印象を与えるものとはいえ

ず、「ケヤキ」との称呼、「けやきの

木」との観念において共通するから、

類似の商標である。

３．争点

　本件商標と引用商標の類否（商標法

４条１項11号該当性）

４．裁判所の判断

（１） 結合商標の類否判断の基準

　「複数の構成部分を組み合わせた結

合商標と解されるものについて、商標

の構成部分の一部を抽出し、この部分

だけを他人の商標と比較して商標その

ものの類否を判断することは、原則と

して許されない。ただし、その部分が

取引者、需要者に対し商品又は役務の

出所識別標識として強く支配的な印象

を与えるものと認められる場合、それ

以外の部分から出所識別標識としての

称呼、観念が生じないと認められる場
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合、商標の外観等に照らし、商標全体

としての構成上の一体性が希薄で、取

引者、需要者がこれを分離して理解・

把握し、当該構成部分が独立した出所

識別標識としての機能を果たすと考え

られる場合など、商標の各構成部分が

それを分離して観察することが取引上

不自然であると思われるほど不可分的

に結合しているものと認められない場

合には、その構成部分の一部を抽出し、

当該部分を他人の商標と比較して商標

の類否を判断することも許されるとい

うべきである」

　「そして、上記のとおり、商標の構

成部分の一部を抽出して当該部分を他

人の商標と比較して商標の類否を判断

することが許される場合においても、

分離して観察される部分の出所識別標

識としての機能には自ずと強弱がある

のであるから、一律に当該部分だけに

着目して商標の類否を判断するのは相

当でなく、当該部分の出所識別標識と

しての機能が弱い場合においては、他

人の商標と外観、称呼及び観念の全て

が一致しているときは格別、そうでな

いときには、他の構成部分も考慮した

上で、対比される両商標が、全体とし

て、商品又は役務の出所につき誤認混

同を生ずるおそれがあるか否かを判断

するのが相当である」

（２） 分離観察の可否（本願商標）

　「本願商標のうち、本願文字部分及

び本件図形部分２と、本願図形部分１

は、視覚上、右側と左側に分けられ、

重なることなく配置されていることに

加え、右側の本願文字部分及び本願図

形部分２は文字ないしはこれに準ずる

もの、左側の本願図形部分１は図形で

あるから、商標全体としての構成上の

一体性は希薄」である。

　また「本願文字部分のうち上段『牛

たん』部分及び中段『けやき』部分は、

下段『KEYAKI BEEF TONGUE』部

分及び本願図形部分２から独立して見

る者の注意をひくように構成されてい

るということができ、両者の構成上の

一体性は希薄」である。

　さらに「『牛たん』の文字部分と『け

やき』の文字部分は、二段に配され、『け

やき』は、『牛たん』に比して大きめ

の文字で表記されているため、両者の

構成上の一体性は希薄」である。

　そのうえで、「けやき」の文字部分

は「ニレの落葉高木であるケヤキ」（以

下、本件樹木）の名称として知られる

ものもあり、「出所識別標識としての

機能を一定程度有しているから、同構

成部分が独立した出所識別標識として

の機能を果たす」ため、本願商標の要

部として抽出することが許される。

（３） 分離観察の可否（引用商標）

　前記（２）と同様に、「KEYAKI」の

文字部分および「けやきの漢字」部分

を引用商標の要部として抽出すること

は許される。

（４） 類否判断

①�「全国の飲食店が掲載されている飲

食店検索サイトにおいて、キーワー

ド『けやき』で検索した場合には2648

件、キーワード『ケヤキ』で検索し

た場合には289件の飲食店が該当す

ると認められ、全国において、本件

樹木の名称を指す店名……を付した

飲食店は相当数存在することが認め

られる。そうすると、本件樹木の名

称は、飲食店の店名に比較的よく使

用されるものとして、取引者、需要

者に知られているものと推認される

から、指定役務である『飲食物の提

供』との関係において、『けやき』の

文字部分の出所識別標識としての機

能は弱いものと言わざるを得ない」

　�他方、本願商標の「けやき」の文字

と引用商標の要部である「KEYAKI」

の文字部分および「けやきの漢字」

部分は「構成する文字数、文字の種

類及びデザインが異なるから、外観

において明らかに相違する」。

　�「したがって、本願商標と引用商標

の類否を判断するに当たっては、本

願商標の『けやき』の文字部分以外

の構成部分も考慮した上で、本願商

標と引用商標が、全体として、商品

又は役務の出所につき誤認混同を生

ずるおそれがあるか否かを検討する

必要がある」

②�「本願商標の『けやき』の文字部分

と、引用商標の『KEYAKI』の文字

部分及び『けやきの漢字』部分の外

観が相違することは」上記①で「述

べたとおりである」。

　�「次に、本願商標の『けやき』の文字

部分からは、『ケヤキ』の称呼を生じ

るのに対し、引用商標の『KEYAKI』

の文字部分及び『けやきの漢字』部

分からも、『ケヤキ』の称呼を生じ、

称呼においては、いずれも同一であ

る。ただし、本願商標の他の構成部

分である『牛たん』の文字部分も勘

案すれば、本願商標からは、『ケヤキ』

のほか、『ギュウタンケヤキ』との
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称呼も生じ、この称呼については、

『ギュウタン』との音の有無によっ

て引用商標とは語感が異なるから、

称呼において相違する」

　�「さらに、本願商標の『けやき』の文

字部分並びに引用商標の『KEYAKI』

の文字部分及び『けやきの漢字』部

分からは、いずれも本件樹木の観念

を生じる。ただし、本願商標の他の

構成部分である『牛たん』との文字

部分も勘案すれば、本件樹木のほ 

か、『牛たんを提供するけやきとい

う名称の飲食店』との観念も生じ、

この観念については、引用商標と相

違する」

③�以上より「本願商標と引用商標は、

外観において異なることに加え、本

願商標から生じる２つの称呼及び観

念のうち一方は、引用商標と異なる。

これらを総合すると、取引者、需要

者の認識において、時と所を異にし

て離隔的に観察した場合、本願商標

と引用商標とは互いに紛れるおそれ

のある類似の商標」ではない。

５．考察

　本件では結合商標の類否判断が問題

になっていますが、この問題に関する

一般論は本誌2025年７月号でも解説

したとおりです。現在の裁判実務では、

商標の構成部分の一部分を分離して対

比に用いることは原則として許されな

いとしつつ、一定の場合には、一部分

を分離して類否判断をしてもよいとい

う立場が採用されています。

　本判決は、「一定の場合」の一類型と

して、商標の構成上の一体性が希薄で、

その部分が独立して出所識別標識とし

ての機能を果たすと考えられる場合を

掲げ、本願商標と引用商標がその類型

に該当するか否かを検討しています。

　具体的には、本願商標については、

中央に大きく記述された文字部分「け

やき」は、他の図形や文字部分との構

成上の一体性は希薄であり、出所識別

機能を一定程度有しているため、前記

の類型に該当すると判断しました。ま

た、引用商標についても、中央に大き

く記述された文字部分「KEYAKI」は、

他の図形や文字部分との構成上の一体

性は希薄であり、出所識別機能を一定

程度有しているため、前記の類型に該

当するとしました。

　従来の結合商標の類否判断であれ

ば、ここで決着がついたのではないか

と思われます。それぞれ分離された「け

やき」と「KEYAKI」を対比すれば、

平仮名表記かローマ字表記の違いがあ

るにすぎないため、両者は類似してい

ると考えられるからです。実際、特許

庁はそのように判断していました。

　注目されるのは、本判決がここで本

件を決着させず、さらに踏み込んで、

分離された部分（「けやき」と「KEYAKI」）

の識別力の強さに着目して審理判断を

進めた点です。本判決は、全国で「けや

き」に関する名称を用いる飲食店が約

3000店舗（全体の飲食店数の約0.25％）

存在することを踏まえると、その識別

力は弱いと考えざるを得ないとし、こ

の場合には立ち戻って、分離した部分

以外の構成部分を含めて全体的な類否

判断が必要であるとしました。そのう

えで、本願商標で「けやき」の上部に

やや目立つ態様で記述された「牛たん」

の部分も含めて考察し、「牛たんけや

き」と「KEYAKI」を対比する場合に

は、外観に加え、呼称・観念までもが

異なるため、両者は類似しないと結論

付けました。

　このように、結合商標について一度

分離を認めながら、その識別力の強弱

に応じてその周囲の構成部分も含めて

全体的な考察をするという２段階の判

断は、管見の限り、従来の裁判例には

見られません。２段階になるロジック

はやや複雑ですが、この判断手法から

は、本判決が、結合商標の問題につい

ては定立した判断基準に機械的・形式

的な当てはめをして直ちに結論を導く

のではなく、個別の事案に応じて出所

の混同を生じるおそれがあるか否かを

丁寧に検討する姿勢を重視しているこ

とがうかがわれます。

　昨今、実務では、結合商標は従前よ

りも分離が容易に認められる傾向にあ

るのではないかと指摘されることもあ

りました。本判決はそれに対して一定

の警鐘を鳴らしたものと捉えることも

できます。商標は全体として機能する

ものであるため、従来の裁判例の枠組

みを維持しつつ、機械的な当てはめに

終始せずに商標の本質に立ち返ろうと

する本判決は、結合商標の類否判断の

実務に貴重な一石を投じるものと思わ

れます。
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